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１ 出願資格 

令和８年度(2026年度)道立高等学校一般入学者選抜実施要項（令和７年(2025年)９月30日教育長決定）

「２ 出願資格」による。 

ただし、次の者の出願は認めない。 

（１）当初の入学者選抜において合格している者（合格者で入学しない旨の意思表示のあった者を含

む。） 

（２）推薦入学者選抜又は連携型入学者選抜において、面接を欠席した者又は合格内定後入学確約書

を提出しなかった者 

２ 募集人員 

課    程 学    科 募 集 人 員 

全  日  制 普  通  科     17名 

３ 本校への出願 

北海道立高等学校通学区域規則（平成16年北海道教育委員会規則第１号。以下「通学区域規則」とい

う。）の定めるところによる。 

４ 出願の受付 

受   付   期   間 受   付   時   間 

令和８年３月 23日（月）～令和８年３月 24日（火） ９：00～16：30 

５ 出願の手続 

◎出願者は、次の書類を、現に在学し、又は卒業した中学校又は義務教育学校の校長（以下「中学校長」とい

う。）を経由して、本校校長に提出すること。 

（１）入学願書（写真台紙・受検票） 

入学願書（手書き用）（北海道立高等学校学則（昭和26年北海道教育委員会規則第８号）第15条の規

定による入学願書（同規則別記第３号様式））の用紙とする。なお、入学願書と写真台紙・受検票は切り

離さないこと。 

入学願書の記入上の注意 

ア 現住所については、合格通知書等の確実な到着を期するため、「○○方」「○○マンション○○号

室」等詳細に記入すること。 

イ 保護者の間で住所が異なる場合は、出願者の日常の生活が営まれ、生活の本拠となっている所の保護

者を「保護者等」の欄に記入すること。 

ウ 入学願書の備考欄に連絡先の電話番号を記入すること。 

（２）入学検定料 

2,200円分の北海道収入証紙を入学願書の指定箇所に貼り付けること。 

（３）写真 

出願前６か月以内に上半身を正面から撮影した写真（縦７㎝・横５㎝）を写真台紙に貼り付けること。 

（４）受検（出願）証明書 

さきに受検した高等学校から交付されたもの（当初の入学者選抜において出願しなかった者を

除く。）。 

 



（５）住民票の写し 

出願後において提出を求めることがある。その場合、保護者及び出願者について、令和８年（2026年）

１月以降に交付を受けた住民票の写し（個人番号が記載されていないもの。保護者の間で住所が異なる場

合は、それぞれの住民票の写し。）を提出すること。 

（６）隣接学区等就学承認通知書 

通学区域規則第４条第１項第２号又は第３号の規定により出願する者は、同条第３項の規定により交付

を受けた隣接学区等就学承認通知書を提出すること。 

（７）成人の出願者 

さきに受検した高等学校長への受検（出願）証明書交付願いの提出、及び本校への「５（１）～

（６）」の提出は、中学校長を経由せず、直接当該高等学校長に提出すること。 

（８）受検票 

出願受付後速やかに、出願者に受検票を交付する。 

◎中学校の手続 

（１）個人調査書 

令和８年（2026年）３月25日（水）までに送付すること。なお、当初の入学者選抜において出願

しなかった者については、事情を説明した書類を添付すること。 

６ 作文 

  学力検査を受けていない者（学力検査成績証明書を欠く者）には、作文検査を実施する。 

（１）日 時 令和８年３月 26日（木） ９：00～９：50 

（８：45までに職員玄関から入り、実施場所で待機すること。） 

（２）実施場所 本校進路準備室 

（３）持参するもの 

 ア 受検票  イ 筆記用具  ウ 上靴 

７ 面接 

出願者全員に対して面接を実施する。 

（１）日 時 令和８年３月 26日（木） 10：00～ 

（学力検査を受検している者は、９：45までに職員玄関から入り、控室で待機すること。） 

（２）場 所 本校会議室 

（３）形 態 個人面接 

（４）控 室  本校ミーティング室 

（５）持参するもの 

  ア 受検票  イ 上靴 

８ 合格発表 

令和８年（2026年）３月27日（金）に、本人宛に電話連絡するとともに郵送で合格通知する。なお、

電話での問合せには一切応じない。 

９ その他 

  出願について不明な点は、中学校長を経由して本校に問い合わせること。 

 


